
一般社団法人広島県臨床工学技士会 個人情報保護方針（プライバシーポリシー） 
 
一般社団法人広島県臨床工学技士会（以下、「当会」という。）は、当会の事業活動において、個人情報保護に関す

る法令等を遵守すべく、個人情報保護方針（以下、「当会プライバシーポリシー」という。）を定め、以下のとおり、
公表します。 
 
1. 個人情報の定義  

当会プライバシーポリシーにおいて「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、当該情報に含まれる
氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別できるものその他の、個人情報の保護に関する法律第
２条第１項に定める情報をいいます。 

 
2. 法令等の遵守 

当会は個人情報の保護に関する法律および関係法令ならびにガイドライン等を遵守します。 
 
3. 個人情報の取得と利用目的 

当会は、事業の目的のために必要な範囲で、任意に提供される個人情報を取得します。取得される情報は提供者
の意思に基づくことを原則とし、以下に定める利用目的の範囲内で適切に取り扱います。 
【利用目的】 
①入会、会員情報変更・更新または退会その他の会員管理のため 
②現会員や退会後の会員等との間における権利行使または義務履行のため 
③入会金や会費等の請求その他の入金管理のため 
④当会の事業または運営に関する通知その他の会員等に対する連絡事務のため 
⑤会誌・会報およびその他の各種情報を会員等に対し発送または発信するため 
⑥当会への各種ご意見、問い合わせの受付およびこれらへの対応のため 
⑦当会の提供するサービスや当会の開催するイベント等に関する情報提供のため 
⑧当会事業内容の範囲内において、公益社団法人日本臨床工学技士会および全国都道府県臨床工学技士会のうち
他の都道府県臨床工学技士会（以下、「他の都道府県臨床工学技士会」と称する。）と連携する場合等、適切な
業務の遂行に必要な範囲で個人情報を共同利用するため 

⑨その他、当会の運営事業に付随して必要な対応のため 
 
4. 取得した個人情報の開示・提供 

原則、第三者への個人情報の提供・開示は致しません。但し、以下に掲げる場合においては必要な範囲内に限定
して第三者に個人情報を提供・開示することがあります。 
①法令の規定に基づくとき 
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき 
③前２号に定める場合のほか、個人情報の保護に関する法律第27条第1項各号に定める場合 
④当会プライバシーポリシー3.利用目的⑧に基づき共同利用を行う場合 
⑤利用目的の達成に必要な範囲内において当会業務の外部委託をした場合 
⑥個人情報を提供した本人の同意があるとき 
 

5. 共同利用 
  当会プライバシーポリシー3.利用目的⑧に基づく共同利用に関する通知事項は次のとおりです。 

①対象となる項目：当会が管理する対象者の個人情報のうち、共同利用の各目的のために最低限必要な情報 



②共同利用する者の範囲：公益社団法人日本臨床工学技士会および他の都道府県臨床工学技士会 
  ③共同利用の目的（共同利用を行う場合）： 

・公益社団法人日本臨床工学技士会の設置する会員名簿への登録、登録内容の変更・更新および登録削除等の目
的のために公益社団法人日本臨床工学技士会に対し、対象となる個人情報を提供する場合 

・当会から他の都道府県臨床工学技士会への会員の転出または他の都道府県臨床工学技士会からの当会への会員
の転入のため必要となる、会員情報の登録・変更・削除等を目的として、当該他の都道府県臨床工学技士会に
対し、対象となる個人情報を提供する場合 

・その他、会員情報の適正な管理その他の当会事業の目的のために、公益社団法人日本臨床工学技士会および他
の都道府県臨床工学技士会からの問い合わせに対応するため会員等の情報を提供する場合 

 
6. 個人情報の管理 

当会の取得した個人情報は外部への漏洩、破壊や改ざん、紛失がないよう適切な管理に努めます。個人情報を提
供した本人から自己に関する個人情報の開示・訂正・削除等の請求があったときは合理的な期間および範囲内で
対応します。 
 

7. プライバシーポリシーの変更 
当会は法令の改正や社会環境の変化等に応じて当会プライバシーポリシーを適時改善します。また、予告なく当
会プライバシーポリシーに変更を加える可能性があります。当会が取得した個人情報に対して、常に最新の当会
プライバシーポリシーが適用されます。 
 

8. 開示等および問い合わせ受付窓口 
当会における個人情報の開示請求等および問い合わせ受付窓口は以下のとおりです。 
一般社団法人広島県臨床工学技士会 事務局 
メールアドレス：info@hiroshima-acet.jp 

 
（附則） 
平成30年7月17日 制定・施行 
令和 ５年 9月19日 改訂 


